
キーワード 事例 回答 注意点
関連項目

・参考通知等

1

複数の事
業所利用
について

通所型サービスや訪問型サービ
スについて、同じ種別のサービ
スを複数か所利用することはで
きるか。

複数の事業所を利用することはでき
ず、1つの事業所を選択する必要が
あります。

18.3.27
介護制度改革
information
vol.80
平成18年4月改
定関係Q＆
A(vol.2)〔1〕

2

緩和↔現
行相当の
変更

月途中で、緩和型サービスから
現行相当サービスに変更するこ
は可能か？

別サービスへの変更と考える。日割
りの表から日割り可能。

現行相当から緩和型への変更も
可能。その必要性を確認してくだ
さい。

3

介護予防
通所リハ
ビリと通所
型サービ
スの併用
について

通所サービスの併用は可能か？ 介護予防通所リハビリと通所型サー
ビスの併用は不可。

新しい総合事業開始前から変更
ありません。

4

通所型
サービス
事業所の
見学につ
いて

現場型プラン検討会議の前に見
学に行くことは可能か？

ケアマネジャーが、見学の調整等を
行うことは控えてください。

ケアマネジャーが関与しないとこ
ろで、見学に行くことまでを止め
るものではないが、専門職の助
言等が活かしにくくなるため控え
てください。

5

通所型
サービス
の同一建
物減算

月の途中で開始する際、同一建
物減算の日割り方法は？

【日割り単位×利用日数－同一建物
減算】の方法で、単位を計算してくだ
さい。

・マイナスになる場合は、利用実
績なしとなります。他にサービス
が無ければプラン料の請求もで
きません。

平成27年の国
のＱＡあり。

３．訪問型サービス・通所型サービス等
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6

通所型
サービス

事業対象者について、通所型
サービス（現行相当）を週2回計
画していたが、ある月について、
本人都合で週1回しか利用しな
かった。その際の給付管理は？

当初の計画通り週2回での給付管理
なります。今後も週１回の利用となる
のであれば、計画を変更（軽微な変
更）してください。

・事業対象者は、週1回と週2回
で単位が変わります。

7

訪問型
サービス
（現行相
当）

要支援１と要支援２の夫婦で、二
人とも買物・調理ができない場
合、支援導入をどのように調整
すればよいか。

必要なサービス量の見立てから、週1
の場合、今まで買物・調理していた側
にサービスをつける。週2の場合、週1
回ずつにして按分する方法が考えら
れる。

夫婦ともにできないというケアマ
ネの見立てや回復の見込みにつ
いて、認識しておく。

8

訪問型
サービス
（初回加
算）

訪問型サービスについて、緩和
型から現行相当に変更する場
合、初回加算を算定できるか？

事業が違うので、要件を満たせば初
回加算を算定できる。

（参考）緩和型サービスに初回加
算はない。

9

訪問型
サービス
（初回加
算）

要介護の利用者が、更新の結
果、要支援になった。訪問介護
から引き続き訪問型サービス（現
行相当）を利用する場合、要件を
満たせば、初回加算の算定は可
能か？

事業が違うので、要件を満たせば初
回加算を算定できる。

10

訪問型
サービス
（初回加
算）

訪問型サービスの利用者が2か
月入院しており、退院し再開する
にあたり、初回加算の算定は可
能か。

可能である。
要件：①介護予防訪問介護計画の作
成②2月を超える場合（6月15日再開
の場合、4月1日以降の利用がない場
合）

新しい総合事業開始前から変更
ありません。
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11

地域区分
の単価に
ついて

羽曳野市と級地の違う他市の事
業所が、羽曳野市の総合事業の
指定を受けたが、地域区分はど
うなりますか。

・総合事業を指定する羽曳野市の要
綱に定める単価となります。
（羽曳野市・6級地）

・単位数と地域区分の単価は、
市町村が規定する。

・ＷＡＭネット
「介護保険事務
処理システムに
係る参考資料」

12

訪問型
サービス

ある日において、午後から入院
が決まっていますが、午前中に
訪問型サービスを利用すること
はできるか？

利用できます。 ・退院日も同様に、訪問型サービ
スを利用することができます。

13

通所型
サービス

居宅療養管理指導（栄養・歯科
衛生士）を利用している人が、通
所型サービスを利用することに
なったが、併用可能か？

通所できる方は、居宅療養管理指導
（栄養・歯科衛生士）の利用はできま
せんので、ご注意ください。

居宅療養管理指導は、通院が困
難な利用者を対象とするもので
す。

介護保険最新
情報VOL.934

14

通所型
サービス
（緩和型）

緩和型であれば、要支援１の利
用者でも、週２回の利用が可能
か？

要支援１の場合、必要性により週２回
の利用は可能。ただし、月額報酬の
単位数が上限のため、1か月に4回を
超える利用をする場合、別のサービ
スコードにて給付管理してください。

サービスコード
表（A７）


